平成19年度事業所訪問調査の結果
１．調査件数
　本市入札参加資格登録業者である市内・準市内業者485社のうち、昨年度調査を実施した業者を除く244社に対し、事業所を訪問して調査を実施しました。
	業者数
	市内登録業者数
	準市内登録業者数
	計
	備考

	全登録業者数
	395社
	90社
	485社
	

	今回調査業者数
	214社
	30社
	244社
	50％（実施率）


・全登録業者数は、平成19年5月7日現在の業者数
２．調査結果
	
	是正指導の主な内容
	件数
	備考

	①
	社名看板の未掲示
	3件
	建設業許可行政庁の営業所の定義

	②
	建設業許可票の未掲示
	4件
	建設業法

	③
	技術職員の登録変更未処理
	39件
	市内業者対象

	④
	事務所の申請所在地（市内）と現所在地（市内）の相違
	8件
	市内業者対象

	⑤
	「組織図及び案内図」の変更未処理
	21件
	準市内業者対象

	計
	
	※75件
	是正指導業者数70社


※複数の是正指導を受けている業者があるため、件数＝業者数ではありません。
　　
３．申請書類の変更について
　調査の結果、「技術職員の登録変更未処理」（市内業者対象）と「組織図及び案内図」の変更未処理（準市内業者対象）の指摘件数が多く、申請書類に変更が生じたときは速やかに変更届（書式屋本舗にあり。）を提出するようにしてください。また、すぐに変更届の提出が出来ない場合は、登録更新時に必ず提出してください。
















































